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県立高等学校における高速回線に １ 目的 財 務 課 財務担当（内線 5164）
よるインターネット接続開始につ 県立高等学校において専用高速回線でインターネットに接続することにより，ＩＴ活用 施設担当（内線 5172）
いて のための教育環境整備を推進する。 高校教育課 指導担当（内線 5259）

２ 整備概要
ア 県立高等学校１１１校に光ファイバー1.5Mbpsのインターネット専用回線を整備し，
授業で生徒一人一人が同時にインターネットを利用できるようにする。

イ 教職員及び生徒一人一人がメールアドレスを持てるようにし，メールを利用したコ
ミュニケーションを促進する。

ウ 主要なサーバはセキュリティ対策の上で安全な，通信会社のサービスを利用する。

３ 使用開始日 平成１３年９月１０日（月）

４ オープニングセレモニー
(1) 目的

県立高等学校に整備した高速専用回線の使用開始宣言をするとともに，インターネッ
ト利用環境を全県立高等学校に周知する。

(2) 日時
９月１０日（月）１０時５０分～１１時１０分

(3) 内容
ア 教育長あいさつ
イ 高校生による発表（緑岡高等学校，岩井高等学校）
ウ セレモニーの様子をインターネットで動画配信し，各学校で視聴する。

５ 利用の促進（例）
(1) 1.5Mbpsの高速回線により可能となる活用
ア 教科「情報」やその他の教科の授業をコンピュータ教室で行い，生徒一人一人が個
々の課題解決学習に応じて必要な情報を検索収集しながら学習する。

イ 気象衛星ひまわりの画像と各地に設置されているライブカメラによる映像とをもと
にして天気について学習する。

(2) 全員がメールアドレスを所持できることで可能となる活用
ア 外国語の授業において，生徒一人一人が画像や音声ファイルを添付したメール交換
により歴史や文化を紹介し合って，海外との国際交流を行う。

イ 「総合的な学習の時間」等において，生徒一人一人がそれぞれの課題に応じて，他
校の生徒や地域の人たちと情報交換を行う。

※ 情報教育等推進整備計画
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